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|完 4~の-1 I 

根室地方の鮭鱒ふ化事業沿革

末式

明治23年(1890)根室漁業組合によっ

て釧路国川上郡虹別村に設立された「阿

別解化場」は明治36年(1903)根室外二

郡水産組合の経営するところとなりさら

に明治40年 (1907)には建物その他施設

一切を道庁に寄付し，北海道水産試験場

所属の西別分場となった。

これより先，明治34年12月，漁拐，製

造，養殖に関する試験および調査の目的

を以って地方費により，北海道水産試験

場が設立され，明治21年 (1888)設立さ

れていた千歳瞬化場は，明治35年(1902)

地方費に移管され，北海道水産試験場千

歳分場となっていた。

西別解化場が北海道水産試験場に所属

するようになったいきさつについてはよ

く判らないが，道会において，地方費支

弁により実施することが強調され，千歳

瞬化場に相継ぐ施設と条件を具備してい

るために移管が容易に進められたものと

思われる。

1. 初年度概況

組合経営に終止符が打たれ 4月 1日付

敏夫

北海道水産試験場西別分場となったが，

新らしい主任が赴任するまでの場員は，

古沢鴻三 明治35年根室外二郡水産組合

経営時代からの主任で， 4月 1fl付で

道庁技手に任ぜられ 8級俸，後根室外

四郡水産組合，根室鮭鱒養殖水産組合

の書記となり，昭和 8年 2月18日逝去。

伊藤政治 4月 1F3付技術員月俸18円と

なり，明治42年千歳分場に転任，間も

なく尻別解化場主任となった。

平岡峯吉 明治 5年生れ，組合経営時代

の明治30年から勤務しており， 6月 1

日から定夫として H給55銭で採用にな

ったが病気のため同月末日で退職し，

釧路へ転出した。

緑川清祐 いつごろから勤務していた人

か判らなし、が， 7月中臨時人夫として

採用されており，以後不明。

以上の人たちで，他に旧土人が臨時に

雇用されていた。

根室外二郡水産組合(組長柳田豊)か

ら道庁への寄付採納願は受理されて，早

速道庁第一部から 4月26日付，その目録

を添えて，受領命令がだされた。古沢技
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子は目録と対照し， T~己物件を受領した

日Ia::;J(産試験場長代理佐々茂雄技子に報

告した。

記

(第 3集に記載した建物施設は省略〕

シュワンプト

本川採卵場 建具付木造柾葺 17.25坪

物置 草犀 15坪

浴室 木造柾葺 1.5.!:'jZ 

ボンベツ

支川採卵場草犀 12.5坪

物置 I! 3.25坪

物 IILJ H 

瞬化槽 156箇

解化枠 470箇

府化盆 5，378枚

受卵器 79枚

その他器具

当時の郵便局は標茶にあり，瞬化場へ

の配達度数は従前まで，夏期 (5 月 ~ll

月)は月 15回，冬期 (12月 ~4 月〉は月 6

同，それも配達はすべて旧土人の手によ

って行なわれていた。これも本年からは

官営併化場となった理由もあって，夏期

15回，冬期 10聞に増加した。(支場とな

って大正10年からは毎日配達となった)

当時解化場に訪づれる人たちといえ

ば， この郵便配のメノコか， コタンの信

長や，腕に自慢の旧土人が銃殺した熊の

肉を進呈にきたり，アイヌが馬見廻りが

たがた遊びに顔をだす位のものであっ

7こO

稚魚の放流も終り，瞬化器やその他の

跡整理を Ltこ後は， 8月の事業着手まで、

構内の鞍珂がj三J:d上B主であり，また， ~~f: 

化場から 4里東}jにある養在牛漏泉に行

くことも楽しみの一つであった。 4月 1

日付の日誌に「白糠土人など温泉場付近

にて熊銃殺の由Jとあり，また， 4月16日

には[伊藤氏(政治技術員のこと)西別

弓治(アイヌ)を道案内として，当場を

去る 4里の温泉場へ湯治に行き緑川(清

祐のこと〉も行きたり]と記されている。

(緑川氏は翌日帰り伊藤氏は27日帰場し

ている。この養老牛温泉のことについて

中標津町史編さん委員会では，大正 5年

8月，西村武重氏によって始めて発見さ

れたとしており，この地は同氏の頭字を

採り西竹地区と呼称している。本資料と

相違する点があるが詳細は標津川の編集

の際に述べる。〉

5月14日には藤井顕氏(以前根室漁業

組合に勤務，明治32年千歳僻化場に赴任

し， 39年同場主任)が事務打合せに来場

し， 25日春別を経て根室へ行った。

こうしているうちに新任主任の赴任が

近くなり官舎の都合もあって古沢技手は

家族を根室へ移住させなければならなく

なった。これは転地療養という名目で，

6月4日家族や見廻り品を馬 6頭 に 乗

せ，春別経由根室へ行き， 23日には単身

帰場した。交通機関がなく， もっぱら駄

馬によらなければならなかった当時の移

転は容易なものでなかったことがうかが

われる。

かくしているうちに，主任技手山下平



造氏は 6汁10日高島本場から蔚任，現11

H vこは伊藤技術日とと，1，に念旧源八(ア

イヌ)をr"Hiして，シュワンプト，ボン

ベツの採卵場を巡視し， 13日には虹別弓

治(アイヌ〕を案内人として再び標茶を

経由して-1'1札幌に帰り， 8月13日には

家族(妻)とともに着任した。

同氏のことについて後年伊藤鶴松氏が

語ったところによれば，温厚篤実な一年

志願の曹長で，音楽趣味が広くヴァイオ

リンを特に好んで弾いたといわれる，明

治44年3月免'円。

山下主任不在中の 6月20日には森脇技

師が視察に来場し伊藤技術員が随員，採

卵場を巡視し24日には土井三郎(アイヌ〉

を案内として標津僻化場を経由羅臼僻化

場にも廻ったようである。森脇技師は山

口県の人で千歳分場主任として赴任した

ばかり。

8月14日には技術員森運吉氏が赴任し

た。同氏は39年千歳に着任，この西別分

場に転任したものである。 8月に入って

早々鱒の捕獲採卵が始められ， rU下主任

を始め，古沢技手，伊藤技術員，森技術

員と交代で採卵に趣いている。 9月10日

i の日誌に森技術員が始めて早 8の記号が

'. 使用されている。組合経営時代には総べ

て雌雄て、書かれていたが，試験場となり

始めて使用された記号で、ある。この記号

は間もなく使用されなくなり，再び昭和

年代に入って使用されるようになり，現

在では一般に使用されている。

この記号については従来からいろいろ

調べたが仲々判らなかった。昭和33{fに
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i鮭・鱒の寄生虫調査jのため根室地}J

へ米訪されたj横浜大学の悩I1二長夫教授に

お|剥きし 7ことこんによ ~ui ， ♀はk丈学

の金星を表わし，ギリシャ神話の愛と美

の女神ヴィーナス Venusからとったも

ので， oは火星を表わし勇士マースMa

rsに由来したものであるといわれる。

10月8日には本場長代理佐々茂雄氏が

来場視察， 11日には根室へ向った。同氏

は明治38年夏，軍用躍詰製造監督のため

根室地方に出張しており，根室町に滞在

中，小池仁郎氏が町有志として面接し以

後同氏との交誼が結ぼれた。

かくして本格的な試験場経営の第一歩

が踏み出されたのである。

2. 親魚の払下売却契約

組合経営時代鱒親魚、の捕獲は例年 8月

1日から開始する。これに先立って 7月

15日前後に標茶でその売却契約をするの

であるが，最少捕獲予想、数を 1千尾と見

倣し，この 1千尾分について 1本当りの

単価見積りによって随意契約を行ない，

それ以上の捕獲魚に対しては総べて 1本

当り 1銭とした。明治35年から39年ーまで

の売却状況は次のとおり。

鱒親魚の売却

明治35年度 3，604本晶初の 1千本は 1

本当り 5銭 5P邑他は 1本当り 1銭

明治36年度 7，211本最初の 1千本は 1

本当り 3銭 4犀，他は 1本当り 1銭

明治37年度 3，445本最初の 1千本は 1

本当り 4銭7厘，他は 1本当り 1銭
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|リj治:38年度 4，105本 最初の 1千本は 1

本、行 1) (i銭 5JI区5(，他は 1本弁り 1

銭

明治:39年度 5，867本段初の 1千木は 1

本当り 6銭5[if5(，他は 1本当り 1

銭

11'，Jもなく鱒親魚の捕獲が始まるように

なり，古沢技子の1;小、に基づき，道庁第

三存11Jjcj)I"係は取敢ずい1技予を現金出納員

に命じ次の方法によることを指示した。

( 111ド主任着任により出納員は同氏と交

位、〉

時親魚、売却l方法並ニ現金取扱手続

一， {Yljoド根室;J¥.序:組合ニオイテ払下タル

価f各ハ最初j売千尾マデト壱千尾以とニ

達シタル場台トヲi三分シタル由右方法

ニテ差支ナキモ可成品価ヲ以テ売却方

取J十フベキコ卜

タダシ魚額ハ大小老幼ヲ問ハズ総テ

ノ一足ノ平均価格ヲ定メ払下グベシ

売去!l代金ハ LIノと親魚、引渡ノ際徴収ス

ベシ

三，親魚引渡ノ際ノヴIJ紙雛形ノ通リ現金

領収原符ニ記入ノ上領収原符ハコレヲ

留置キ領収証書ブ払受人ニ交付シ同時

ニ通知書ヲ当庁へ送付スベシ

1旦シ当庁へノ通知書ハ五日乃至七日

!日H立ノ分ヲ取纏メ同時ニ送付スルモ

差支ナシ

四，右徴収{t:ハ月末ニオイテ取纏メ別紙

現金払込書ユ現金ヲ添へ札幌北海道本

金庫ニ払込ムベシ

タ夕、シ徴収金多額ニ達シタル場合ノ、

必ズシモ月末ニ限ラズ適宜取纏メ払

込ヲ要スルモ少額ナル月ハ月末マデ

ノ分取鰹メ送金スルモ差支ナシ

五，別紙三号様式ニヨリ毎月現金払込仕

;;R書ヲ作製シ当)fへ提出スベキコト

(別紙様式略)

明治40年7月28日標茶において希望者

3名により入札の結果，従前の 1千尾と

それ以上に区分せず， 1尾平均 2銭で，

標茶気仙福太郎が落札した。

鮭親魚の売却

根室外二郡水産組合経営時代の鮭親魚

の売却方法は次のとおり o

11'己

ー， ソノ年捕獲鮭ハ売却ノ趣根室地方ハ

根室新聞ニ広告シ標茶方面ハモットモ

人目ニ触レ易キ枢要ナル場所ニ張札広

告ヲナシタル事

一，前記広告ハ概シテ八月一日ヨリ始メ

八月十五日(ソノ年ニヨリ多少相違ア

ルモ大差ナシ)ニ入札セシメ開札ヲナ

シタル事

一，入札証拠金ハ八拾円契約保証金ハ壱

百七拾円ヲ徴収セシ事

かくして明治40年(1907)9月10日標茶

において入札の結果川上郡屈斜路村黒滝

初太郎に 1尾15銭5厘で落札した。しか

しこれは 1月31日まで約 1万尾の見込み

としたのであるが，この年湖上親魚、は意

外に多く， 2月に入っても捕獲される状

況で契約人は，搬出不能の理由で受取ら

ず，そのため 2月以降の分については止

むを得ず 1尾5銭で付近土人食料用に払

下げした。

この売却方法は 2・3年続いたが， 後

には親魚捕獲は根室外四都水産組合の代

行するところとなり，払下も一任される

ようになった。

3， 事業概況中間報告

山下主任は着任数カ月後の10月30日に

次のような報告を発表している。



自明治40年 4月
事業状況報告 至明治40年拾月

水産試験場西別分場

，鱒親魚捕獲採卵

本年度鱒ノ遡上ハスコフゃル好況ニシテ

捕獲総数壱万千百五拾壱尾ニ達シコレヨ

リ親魚雌雄計四千七百七拾八尾ヲ得テ採

収セル卵数五百拾万八千粒ニ達ス実ニ当

場開設以来ノ員数ニシテコレヲ最近数年

間ノ成績ニ徴スルニ捕獲数ニオイテ約二

倍採卵数ニオイテ約五倍ノ員数ナリトス

ニ鮭親魚捕獲採卵

鮭ノ湖上ハ未ダ初期ニ属シソノ遡上の

状況ヲ論ズルハ早計ニ失ス本日マデ捕獲

セルモノ三千余尾ニシテ採収セル卵数二

百余万ニ達ス

三， g!際化成績

卵?化器ハ例年ノモノヲソノ憧使用シソ

ノ老廃ハナノ、ダシク水源，沈澱池，水樋

ハ悉ク腐朽シ瞬化槽漏水シ僻化盆収卵ハ

ホトンド卵子ノ収容ニ堪ヘザルモ幸ニ今

日マデ何等ノ変状ナク順次併出シツツア

リシカレドモ併化成績ノ不良ナル事能ノ、

ザルハタJ論ナリ

四，稚魚放流

鮭稚魚ヲ放養ス可キ養魚池ノ、去ル三十

七年純合時代ニオイテ造築セルモノ未ダ

ハナハダシグ破損ナリソノ憧使用スル事

ヲ得レドモ鱒養魚池ハ水門全ク崩壊シ古

板建席ノ類ヲ以テ辛ブジテ堰水シ維魚ヲ

放 H\ シツツアリコレラ魚I~鱒養魚池ニハ I1

覆収寸ケマタ網戸ノ 11史的ナシユエニf{j魚、

ハ放11'，ニ{J:セ所要ノ同nn義魚、池ニ飼育ス

ノレ事ハ不能ナリ

五， 1お員
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場員現在ハ主任技手以下回名ニシテ属

舎ナキタメソレ以上ヲ収容スル事能ハズ

採卵ニ出張セルモノハ留守宅ヲ襲用シマ

タ一方ハ物置ノ一部ニ修繕ヲ加へテ偶居

セシメ二名ノ定夫ヲ収容セントノ準備中

ナリ元来当所ニオイテハ採卵場ノ増築ヲ

始メトシ捕魚夫並ビニ密漁監守ヲ増加シ

普ク親魚ヲ捕獲シ採卵ニ努ムルトキハ鮭

鱒各々一千万粒ヲ採収スル事ヲ得ベシシ

カルニコレヲ収容ス可キ僻化場ニオイテ

僅カニ六名ノ人員ヲ収容スルノ属舎ダニ

ナシ爾後当場ノ事業ヲ拡張センニハ先ヅ

場員ヲ容ル可キ属舎ヲ建設スルヲ以テ創

トス

六，試験

試験場ノ性質トシテハ事業ノ改良発達

ヲ計ルタメナンラノ趣味モナキモノナリ

当場ニオイテハ試験ニ使用スル物品ノ設

備全クナシユエニ一朝標本ヲ採収セント

慾スルモ使用スベキ薬品ソノ他液量器ノ

如キ悉無ナリマタ成績表ヲ作成セントス

ルモコレニ要スル製図器械ソノ他用紙絵

具ノ如キマタ悉無ナリコレラノ設備ハ試

験場トシテ備付ル事:ノ、目下ノ急務ナリ

七，傭人

捕魚夫ソノ他ノ傭人ノ、交通不便ナルガ

タメ誠ニ得難シ換言スレパ高価ナリ剰へ

軍事補充部ノ漸次建設セラルタメコレニ

対シキハメテ小規模ナル試験場ノ、蓋シ苦

痛ヲ感ジツツアリ卒ニ数名ノ土人ヲ慣習

土使役シ得ルハ全ク当場ノ賜ナリ蓋シ来

年度ニオイテハコレラ土人モ勢ヒ地方ニ

買収セラルルノ憂アリ

4 場員

明治41斗，技術品111本勝見氏が千歳分

場から~1~任，明治40年には乙部捨松，大

賞砲松の両氏，明治43年には伊藤鶴松氏
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が人夫として雇用された。次に略歴を記

す。

山本勝見 明治21年青森県八戸町に生ま

れ明治38年 9月道庁第三部勤務， 39年

11月技術員となり千歳分場勤務，明治

41年 5月虹別分場43年道庁技手となり

大正 3年ころまで同場に勤務した。後

官界を辞し択捉島のウルモベツ紅鱒鮮

化場， 根室外四郡水産組合奔別併化

場，紋別水産組合の湧別僻化場に勤務

し後薬種商および瞬化器製造の家業に

従事，昭和11年10月永眠した。

乙部捨松 明治元年生まれ，明治40年 8

月人夫として採用され(日給60銭〉大

正11年病気退職，同年12月8日逝去

大貫留松 元治元年栃木県に生まれ，後

標津町に移住したが明治40年10月17日

臨時人夫として採用になり同月23日単

身赴任の途についたが道に迷い一旦引

返し26日にやっと分場に辿りついた。

以後大正12年5月老衰して職に耐えな

くなるまで勤務した。

伊藤鶴松 明治25年生まれ，同43年 8月

人夫として採用になり昭和18年解化技

手となり，昭和21年退職し家事農業に

従事していたが昭和年逝去した。

5. 分場時代の諸事

(1) 親魚、の捕獲

移管された初年度は従来の方法で、実施

したが41年度には支流ボンベツ川の川口

会遮断し親魚の遡i二を阻止し，専らシュ

ワンプトで捕獲を行った。これと同時に

従来の袋網による魚、場方法を改め魚、道を

つけて， p'f接続魚、が生管に入るように l

て労力を削減し/

(2， 11覆板の使用

組合時代から養魚、池に日覆板の設備が

なく，稚魚のへい死は約 2割もあった事

から明治41年40坪の日覆板を製し，順次

に使用した結果へい死する稚魚はきはめ

て僅少になった。

(3) 根室外四郡水産組合の設立

明治34年(1901)10月14日根室漁業組

合失火焼失のため同36年根室外二郡水産

組合と改称し，同41年7月事務所を根室

本町に移転するとともに，根室外ー郡昆

布水産組合，標津外二ヵ村水産組合と合

併し，明治42年11月25日根室外四郡水産

組合と改称した。(同年5月9日標津僻

化場が山火によって施設一切を焼失した

ことも一因といわれる)組長に小池仁郎

氏が推され，根室地方の民設瞬化場は総

べてこの組合の経営となり，試験場の指

導と監督を受けることになった。

(41 河川曳網漁業の休止

明治44年 (1911)根室外四郡水産組合

(組長小池仁郎〕は西別川鮭鱒繁殖保護

のため，曳網漁業者を説得して相当の報

償金を支給して 5カ年の休業をさせた。

明治42年から44年までの各漁場収獲高

は次のとおり。

鱒河川曳網(石)

漁場位置 1 19091 叩 1 1911

西別村字西別山番地 1 210 1 40 1 140 

鱒沿岸建網

西別村字西別川 2番地 20 。
ィタ ノレチヤノレ2番地 75 30 80 

fシ 走6-丹 8番地 90 28 40 

ク ペ〉 6番地 66 15 45 
イシ ク 4番地3号 85 20 35 

ク ク l番地 83 25 ! 30 

両別村字伏古遠太9番地 70 40 

ク タ， 5再?の 1号 80 20 20 

ペF ク 1番の 3号| 90 50 
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ク ヒラ 2番の 1号

ク 大間別2番地

クトリサンケベツ 1番地

ク 床丹番外地

合 計

鮭河川曳網

西別村字西別)111番地 131 105 1 0 

2番地 71 65 1 0 

西別2番地 o1 50 1 45 

別海村字西別川 2番地 71 30 1 0 

ク 3番地 61 30 1 0 

合計 33I 280 I 45 

鮭沿岸建網

西別村字西別 2番地 31 10 1 66 

ク ク 1番地 01 01 0 

ク ノレチヤル 4番地 51 43 i 90 
走古汁字ハシリコタン 8
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ク ク 1番地 21 010  

ク ハラサン 1番地 21 0 1 19 

ク ク 2番地 oI 0 I 0 

ク ヒラ 1番地

ク 大関別2番地

クトリサンケベツ 1番地

ク ク 4番地

ク 床丹番外地

合 計
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6. 西別分場から西別支場へ

明治33年(1900)北海道庁長官園田安賢

は拓殖10年計画を樹立して国費と地方費

を分離し，拓殖事業と地方費事業を併行

させることとし，農事水産試験場などは

従来国庫へ収入された地方費の分を以て

行なうこととした。しかし明治 37・8年

(1904~1905) の戦争などによって初期

の成果を得られず9カ年を以て終了した

明治43年 (1910)にはさらに15年の継続

計画が議決され従来の地方費を廃し国費

支弁の拓殖費を以て実施することとな

り，水産試験も産業費から充当され，こ

の計画も最終的にはさらに 2年 を 延 長

し，大正15年 (1926)に終了した。

かくして従来の分場は国費投入による

機構改革が行なわれ，明治43年 (1910)

には支場となり第 1次拓殖計画の終了し

た大正15年(1926) までこの形態で経営

が続けられたので、ある。

明治43年 4月1日から従来の西別分場

は西別支場となり，主任山下技手は休職

となり(理由不明)古沢技手は明治45年

4月6日付で千歳に転勤を命ぜ、られた。

(同氏はこの時赴任 Ltこかどうか判らな

いが，間もな〈根宗外阿部水産誕ifyの書

け己になった)

明治45年 4月中旬に新たに支 J坊主仔

。
17 

16 

0 

59 

0 

0 



くウルシ塗に改め，併化盆用;):jlJを真総;~~

とし， 日覆板を修繕整備し，鱒養魚i也会

新設し，不完全な水岡部池|まを1111き?とし

た。その他事業用ならびに試験用器具器

械は大概整備された。一方事業の拡張に

伴って属舎その他の附設工事を行ない，

44年 4月2号4庁舎11坪新築， 44年ll}J附

属採卵場浴室 2坪新設，大正 3年11月2

号官舎 5坪増築，大:rt3年12月製1'r'主，

廊下新築，大正 5年11月甲号水源池40坪

5号改修，大正 5年12月1号官舎物置6

坪新築，大正 6年鮮;養魚池 81坪増設な

ど，かくして大正15年現在施設は次のと

おり。

32 

として内海電左衛門氏が赴任した。(同

氏は小池仁郎氏とともに根室地方鮭鱒併

化事業の隆盛と発展のために尽力された

人で，昭和 3年まで20有余年在職し行政

的手腕により幾多改良発展を図った人で、

後日小池仁郎氏とともに小伝として纏め

る予定)

明治45年 7月30日午後10時38分明治天

皇崩御以後大正年代となった。

7 諸施設の改善

西別支場となってから，より一層事業

の開発に努力し，あるいは事業施行上密

接な関係にある諸器具の改良に苦心し，

瞬化器などの従来アスフアルト塗りを悉

西M)/1漁場図
，11: 
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名 府i、 |数量|金額 | 摘 安‘

|坪|円|

敷 地 1149.789725 1 1， 496~789 1明治43'<f10月及び大正10行8月"干有地第 3種に編入

堤防敷地 8.3720001 一|

rj' 合 29250I 4.336440 1木造亜鉛茸平家大正14. 3. 9新築

板倉 300001 2. 285730 1 ク ク

合 )ギ 10000I 80:000 I 大正 14.6.16 占材建築，この他15坪大lE I4.3.9建築~I部j平

物 i茂 20000I 2. 439850 I木造Ai鉛員平家大正14.3，9新築

勝化本 110000I 6.553800 I木造tj晴人:1[8.口 改 築82.5坪1 ラ坪大11'.9.2.10組合寄附

製 1'1 主 11700I 501;350 1木造社員:明治29.5連築.大正12.10改築

浴 室 30∞ 6:0∞i地，IlE負:明治24.5建築

lド水i除、池滋 40580 I 343000 i木造十lUf大正日.12新築

乙水源地従 22500i 517'390 1木造l距鉛葺大正14.3.9建築

l号:土橋 1 1 216:500 1長 9間幅2聞大正9.11.24改ri党

2り1:橋 1 22OOO I長10間 隔2間大正9{ド11.2改設

3号板橋 1 18:つ00!長2間 幅2間明治37.10架設

4 ~J 土橋 1 30:000 1長 7問中討 9尺大正3年12.1改設

5 ~}土情 1 73:884 I長 8間 幅9尺大正2'<j三12.16改設

桟 焔 1: 205:830 I大正 9.11. 24改設

鮭鱒試験池 800001 160:000 1大.rEl1.11建設

鱒 池 193:0001 386:∞01組合より寄附

鮭 lLJ池|男5001 166:500 1 ク

長I2 ~J 池 5日明oI 166:500 I ク

魚t3 ~J. 池 55500 1 166:500 1 ク

世1:4 り池 55:日001 166:500 1 ク

鮭日り池 555001 166:500 1 ク

最16 ~J' 池 55500 1 166:500 1 ク

鮭 7-iJ池 555001 166:500 I ク

鮭 8号池 555001 166:500 1 ク

導 水溝 135;3001 1，808部 01同 上

放 水溝 65:000I 292:500 I向 上

旬! 樋 18ヨ00I 18:500 I大正 5.8連投

導 水樋 19;300I 152:960 I大11:8. 7建l没

門 れ 1 3: 大正 6.8連投

'A:日費ヨ明
シ事エリ治
不務献地内
明宅納方卜
倒大費三
壊正ニ年
ニ十移根
ヨ三リ室
リ年サ水
書五ラ産
類月ニ紺
紛十国令

1 ~J 'I¥" (li I 26500 I 829)25 I 木造征葺平家明治41.10新築

物置 1 6000 I 59:500 I ク 大正5.12. 10建築

2 号官?;'.1 16000 1 765~980 1 ク 明治44.4新築

走掛物 H~~t. : 8∞o 1 24~000 1 kll: 3. 12建設

3号宵合 9750I 34:120 I木造4崎平家附27.8新築

差掛物置 .._~250 I _ _  5:000 I大正 3.雌設
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シュソンプト採卵場

敷 地 I132，331975 I 1， 323310 I明治43.10及び大正10.8.23官有地第2種編入

堤防敷地 9，6MOOOI -

J采卵場 20;000I 888040 I木造祉葺平家明治42.8.22建築

浴 室 2.000I 50000 1 ク 明治44.11改築

倉 庫 8000! 80000 I ク 明治29.3建築 大 正6.10.1移築

門 柱 1， 3000 I大正 6.8建設

l号土 橋 1 36000 i長 8間 l隔9尺建設不明

2号土橋 I 1 15.000 I長 2問 脳 9尺 ク

3号土橋 1 55.000 I長12間幅9尺 ク

8. 密漁取締 もに進められたが多大な経費負担とな

西別支場時代の大きな功績は民設併化 り，せめて密漁取締だけでも，官庁経営

場の指導，すなわち根室外四郡水産組合

(組長小池仁郎)が薫別川，伊茶仁川，

奔別川，当幌)11，風蓮川などに続々と附:

化場新設を行なったのであるが，組合の

設立意欲はもちろん採算を無視したもの

で組合役員中にも危供のためにl織を辞す

ものも11:¥るほどであったが，v可JJIJ支場l政

L1.の指時と I洋制ls:現地調貨の11坊であった

ことも特筆すべきことであんう(根主

j也I，{以外にも説11路， 1'1糠および jiiく|司

後，択抗:にもそのil1停がII'I:r.わAl tこ)

また魚1:鱒J:t;守地 'h~のためにゆるがせに

℃きない第・段階と Lて}食要ld，のが街

漁取締であるリ

IIJJ治後期jころからまずi皮らの先決問題

となったのは食料確保であり，当然、，河

川にiif1jJ'.する剣鱒親魚、の不法漁獲と伝っ

て現われ， I14舶用親魚の減少となったo

})IIえて明治40年1:19別川附化事業がWiiの

経常となるとともに密漁取締業務も組介

のFを離れて'11庁経営となり，事業実施

上に大きな支障となったので、あるが，根

宗外四郡水産組合設立とともに再び組什

の経常となった。組合の積極的な噌殖意

欲は，西別川親魚捕獲事業実施援助とと

で実施の請願を行なったが，支場主任内

海技手は，場員の手不足や経費点からこ

れを許容せず， このため同組合では，毎

年請願巡査を配し，さらに随行員として

の監守人を雇用配置して密漁取締の一切

を担当 L継続実施した。

別海村在住の L谷胎;八郎氏は九時の柁

係について， l'可別川の剣;は 11本ーの定評

あり， これが保護繁嫡策として， 1:民主漁

業科l.{i-において10年前より凶別1117需地

8需l也のb漁場を買受け虫t:別におし、て附11二

場をI没置し繁舶をrilーりつつあるが， これ

と反対に年々鮭の収獲が減少することは

これ如何に密漁取締を励行せざるかはた

とえば富豪の低能児をして大学校に入学

勉労ぜしめると同じだ。これが覚醒せざ

るは徒らに多大の失費を要するばかりで

{口j等効果を挙ぐること能はずj 村氏」般

も自覚せんければ口的合遂行することは

至難だ。云々， と述べている。

例年8月から捕獲装置撤去後の 2)j，

3月までを取締期間とし，人工僻化用親

魚、はも、むろん，天然繁舶のための親魚、に

ついても厳重な取締を行なった。

その取締の状況について人員配置は次



のとおり。

(西別支場から根室外四郡水産組合に示

した取締区域は別図のとおり)

(大臣 1年) 8月2011~12 月 2011

第1区，第 2区

看守人守谷三弥

I~;~t;時者守人 川上Ull太郎，川上南太郎

()LキコiJにより巡同)

不明

(大正 4年度)

丙別川川口 請願巡査 1名

35 

看守人鈴木猪太，望月秀:

柏民地看守人伊藤 fAì~，伊効性1'1'

(大1E5守二度)

不 IIjJ

(大正 G年度)

西 ~/I )1/ jff }魚監守配車計白

-叫 ¥(;一月

第3区，第4区 別海請願巡査阿部吉之助

請願巡査清水五郎次 18 線看守人中1I1 茂市

嘱託看守鈴木猪太，松原久古 3') 線請願巡査 大自ら佐治

(請願巡査は全区に随時間張取締) 看守人外崎民弥

(大正 2年度) (大正 7年度)

区域，人員の詳細lは宇Jjら仕いが，看守 別海請願巡査三品鉄之助

人は 3ti 付属員大橋清七

鈴木猪太，松原久古， 11野I自義 18 総請願巡査 石 川 三 郎

(大iE3 1t汁皇J 監 守 池 田 力 造
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寸マ

J12 線請願巡宜村i司↑11七

付属 rl 古川 RLi松
(大l仁村 11_1立)

万IJ '/fIj ( ) 111 1 )請願巡査栗原 登

若守人古川 酉松

lR かi 請願巡貨イ1JlI 有千

五一守人堀尾干IJ一郎

:32 。恥:~it 請願巡在和田 さ!:fド

君守人小池直助

シカルナイ上流 11 榛孝太郎

採卵場付近 密漁取締人 f:平八郎

(大正 9年度) 9 月 l Fl ~l 月 25Fl 

別 (flj り1111)請願巡査成田 善 太 郎

監守人古川回松

別海嘱託監守人官下良吉

阿別 グ 鈴木猪太

柿民地18線 請願巡査野1，秀男

監守人高橋菊太郎

庁 32線請願巡査鈴木彦治

監守人大塚定吉

シカノLナイ上流監守人 1泰 孝 )~n!í

(:¥ Jj:n 11ぞで)

112γ11又締人 f-、|λ 八ru)
(大 [uo~rl立)

げu 請願巡査 村!Il '111 L 

付属医i守人 1'1-111 11LiW 
11自民lR似 請願巡1f }(Û[r~ lJI ii 

十n号 ftK/.I~'f 人 、IJ:[T! Jf叫?

p ;:2似請願巡査{た々木新，-:Hli

イ、IX両監守人秋本仰 iif

(大iE11;刊を)

りIJ {ftj;¥i古願巡査1瀬符降('[

Hlmflfn:'、'1'人古川|凡i松

l内科!以{l:Jilr 清嗣巡 ft )[_ <， 今俊

付属 11K，~I~'f 人{!，:々木三五 Hjí

(大久保明〉

:_~:2 線 請願巡在w々 木新二三nli

付属監'，'1'人 S III ti討?

シカノレナイ 40線駐千日前
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者に対 L，自主的に休業をさせたのであ

るが，建網特に河口ではしばしば違反が

あったようで大正 4年 (1915)}II口両岸

定置の違反を矯正したこともあった。

ii潟県I州神奈持制約II
1法令，行政

米同にふ、げる水質保全行政は1956~Fに

~!jIJ定されたもっとも新ら L (、水質保全法

(Federal Water Pollution Control Act) 

によって厚ノL丈市計¥公衆衛生局が通常

しており，各州、|で'1，州の水民保全条令

および他のtY:]I:系条令によって衛生部また

は水質保全委員会などが行政の運用を初

当している。

(従来の関係t1dln
Rivers and Harbors Act (河川および、

港湾法)1899年

Oil Pol1ution Act Ci i油汚消防止法)19 

24{F 

Publio Health Service Act (公衆{抗生

法) 1912~1: 

羽w匂乱t忙εrPO叶llut山ionCont廿ro川1Act (111;木iド三寸'['歩

(保呆:全i1J19491句|‘

2.水質基準の分類

各州において現在設定されているか，

または設定することを法令に明記した水

質基準は大別して次の 3者であるの

0流水 New York州手27州

O放流水;本準 New Jersey1十|学 4州

O両者併用 Maryland州等 6州

他の13リ+11土ノド質基準の設定を考慮してい

ない勺この他にカナダとの国際合同委員

会(19091¥，-発足) Ohio ipJ関係各州合同

委員会のような各州、ltT同委員会があり，

それぞれ水賀県準を設定しているペ
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4.水質基準の標示の形式

照史的じみると水質基準の標示の形式

は，正確に解りやすく， また定量的に標

示されるような方向に進んで来ているが

現在でも，例え:ir¥，、ちじるしい浮遊物

質，泌iかす，油，グリースその他の油性物

質があってはならなし、j (Mississippi州，

New Jer呂町州など)というような暖昧

なI記述をしたものもあり，そのため最終

の解釈は行政機関もしくは裁判所の判断




